
令和５年度特別会計の決算概要

〇 本資料は、令和５年度に設置されている特別会計の決算概要を公表するもの。

各特別会計における歳入歳出の単純な差額である「決算上の剰余金」は、計12.7兆円。

〇 剰余金は、特別会計に関する法律第８条等の規定に基づき、 ①積立金への積立て等（5.4兆

円）、②翌年度特別会計歳入への繰入れ（5.2兆円）、③一般会計への繰入れ（2.0兆円）の処

理を行うこととしている。

※金額は国債整理基金特別会計を除いたもの

（単位：億円、単位未満切捨て）
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交付税及び

譲与税配付金
528,951 516,617 12,333 － 12,333 7,059 5,273 － － －

地震再保険 1,091 92 998 998 － － － － － －

国債整理基金 2,344,830 2,314,130 30,699 － 30,699 － 30,656 － 43 －

外国為替資金 52,495 13,612 38,883 13,773 4,976 － － － 4,976 20,133

財政投融資 144,192 140,233 3,959 261 3,697 1,583 128 － 1,984 －

エネルギー対

策
135,368 122,227 13,140 － 13,140 2,197 8,097 － 2,846 －

労働保険 88,989 77,270 11,718 6,467 5,251 372 35 4,045 798 －

年金 954,663 914,022 40,641 32,762 7,878 1,901 416 － 5,560 －

食料安定供給 11,713 10,926 786 22 745 399 133 97 114 18

国有林野事業

債務管理
3,429 3,429 － － － － － － － －

特許 2,363 1,385 978 － 978 788 18 － 170 －

自動車安全 5,950 4,353 1,596 34 1,562 1,018 294 － 249 －

東日本大震災

復興
8,614 7,041 1,573 － 1,573 － 560 － 1,012 －

令和６年７月 3 1日
財 務 省

連絡・問合せ先 主計局司計課、法規課
TEL 03（3581）4111 内線2297、2312

（注１）保険事故が既に発生し支払うべき債務で、令和６年度以降の保険金支払に充てるため、令和６年度歳入に繰り入れる必要があるもの等。
（注２）各特別会計の事務事業等の実態に応じ、今後の予算編成過程において使途を検討。



（参考１）特別会計（勘定）の剰余金の概要（主なもの）

特別会計（勘定） 剰余金額 主な発生要因 主な処理

年金 4.1兆円

(基礎年金・国民年金・
厚生年金)

(3.1兆円)
・年金給付費が予定を下回ったこと

・保険料収入が予定を上回ったこと

・令和６年度以降の年金給付等に充てるため、
積立金として積立て

外国為替資金 3.9兆円
・運用収益（保有外貨資産と円建負債（政
府短期証券）の金利差）

・外国為替資金に1.4兆円組入れ、令和６年
度特会歳入に0.5兆円繰入れ、令和６年度一
般会計歳入に2.0兆円繰入れ

エネルギー対策 1.3兆円

(エネルギー需給) (1.2兆円)
・事業計画の変更等による事業繰越しが
あったこと

・令和６年度に繰り越された補助事業等に充
てるため、令和６年度特会歳入に繰入れ

交付税及び譲与税配付金 1.2兆円
・地方交付税交付金の支出残額を翌年度に
繰り越したこと

・令和６年度の地方交付税交付金等に充てる
ため、令和６年度特会歳入に繰入れ

労働保険 1.2兆円

(雇用) (0.8兆円)
・雇用調整助成金の支給額が予定を下回っ
たこと

・令和６年度以降の失業等給付費に充てるた
め、積立金として積立て

(労災) (0.2兆円)
・翌年度以降へ繰り越して使用する支払備
金

・令和６年度以降の保険給付費等に充てるた
め、令和６年度特会歳入に繰入れ

国債整理基金 基金残高3.0兆円（国債入札の偶発的な未達に備え、一定の水準を維持）

（単位未満四捨五入）



（参考２） 剰余金の処理について

特別会計の決算上の剰余金とは、各特別会計における歳入歳出決算額の単純な差額（一般会計の純剰余金とは性質が異なる）。

その処理については、「特別会計に関する法律」第８条等に規定されている。

（参考）【特別会計に関する法律第８条】

（剰余金の処理）

１ 各特別会計における毎会計年度の歳入歳出の決算上
剰余金を生じた場合において、当該剰余金から次章に
定めるところにより ①当該特別会計の積立金として
積み立てる金額及び資金に組み入れる金額 を控除し
てなお残余があるときは、これを ②当該特別会計の
翌年度の歳入に繰り入れる ものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、同項の翌年度の歳入に繰
り入れるものとされる金額の全部又は一部に相当する
金額は、 ③予算で定めるところにより、一般会計の
歳入に繰り入れる ことができる。 

（参考） 一般会計の剰余金（財政法6条の純剰余金）
＝ 歳入歳出差額（歳入決算－歳出決算） － 翌年度への繰越額見合財源 － 地方交付税交付金等の使途確定財源

①当該特別会計の積立金への積立て等

②翌年度当該特別会計歳入への繰入れ

③一般会計への繰入れ
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